
日常生活に必要な部分の修理（被災者住宅応急修理）
　日常生活に不可欠な部分の現状復旧にかかる修理費への支援の、申込期限
を延長します。

日常生活に不可欠な部分の現状復旧の例
住宅の屋根・ドアの修理、上下水道などの配管の修理、トイレなどの修理
※修理業者への支払いを終えていないものに限る

●申込期限　６月28日（金）
●支援の上限額　※り災証明書の判定による

全壊 大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部

損壊

170万６千円 120万６千円 64万
３千円 －

●申し込み方法　　
１．被害状況が分かる修理前の写真を撮影する（スマートフォンでも可）
２．被災相談窓口=上=で申請用紙を受け取り、提出日時を予約する。
３．修理の方法や費用を、自宅を建築したハウスメーカーや工務店に相談す
る。見積もりを依頼し、申請に必要な書類を準備する。相談先が分から
ない場合は、下記へ問い合わせる（受付時間８時半～17時）。

　　▷新潟市建築組合連合会☎025-266-6650、090-3143-9636
　　▷新潟県建築組合連合会☎090-1543-7538
　　▷新潟県建築組合連合会下越支部☎090-3145-5573
４．予約した提出日時に申請書類を提出する。
■問 公共建築課（☎025-226-2880）

　 被害住宅の修繕（液状化等被害住宅修繕支援）❶
　「日常生活に必要な部分の修理」=左=の自己負担分やカーポートなどの修理
に加え、住宅の傾斜を修繕する場合、その費用を加算します。
●対象　り災証明書で、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定の人
●支援の加算額　上限50万円
●申込期限　来年２月28日（金）
●申し込み方法　「日常生活に必要な部分の修理」=左=と同じ
■問 公共建築課（☎025-226-2880）
■支援の上限額　※（　）内は加算額を含む上限額

全壊 大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部

損壊

100万円（150万円） 50万円（100万円） 30万円 10万円

　 被害住宅の建て替え（液状化等被害住宅建替・購入支援）❷
　被災した住宅を現地で建て替える場合、住宅沈下防止工事の費用を加算し
ます。　※購入支援には加算なし。申し込み方法・期限など、詳しくは３月
10日までに新潟市ホームページに掲載
●対象　り災証明書で、全壊・大規模半壊・中規模半壊の判定の人
●支援の加算額　上限50万円
■問 建築保全課（☎025-226-2864）
■支援の上限額　※（　）内は加算額を含む上限額

全壊 大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部

損壊
100万円
（150万円）

50万円
（100万円） ―

各 種 支 援 制 度 ※最新情報は新潟市ホームページに掲載
＼申込期限を６/28まで延長しました／ ＼支援内容を拡充しました／
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西　区 西総合スポーツセンター（西区役所から無料シャトルバスを運行）、
黒埼地区総合体育館

江南区 曽野木地区公民館

西蒲区 西川健康センター　※西川出張所から変更

上記以外の区 各区役所

●開設時間　９時～18時　※土・日曜、祝日も開設（東区役所は金・土曜のみ開設。北区役所は
あす４日から平日のみ、９時～17時に開設）
■問 り災証明書の手続き…税制課（☎025-226-1502）
　 被災相談窓口…市役所コールセンター（☎025-243-4894）、広聴相談課（☎025-226-2094）

＜り災証明書を受け取るまで（西蒲区以外）＞
❶り災証明書を申請した世帯に市が調査を実施
❷調査後、調査済証をお届け
❸調査日から７日後以降に窓口で受け取り・各種相談受
け付け

スマート
フォンは
こちらから

　新潟市ホームページに被災者向けの各種支
援などをまとめた手引きを掲載しています。
　被災状況や家族構成などを選択すると、受
けられる支援制度の候補を検索できます。
■問 広報課
（☎025-226-2111）

「被災者支援の手引き」の活用を

　「り災証明書」は被災相談窓口で受け取れます。
●り災証明書の受取日　「調査済証」に記載の調査日から７日経過後いつでも　※西蒲区に住んで
いる人の受取日は、調査後に届く「り災証明書交付の案内」に記載

「調査済証」をお持ちの方はお早めに「被災相談窓口」へ
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新潟市の人口・世帯数 （１月末住民基本台帳人口。かっこ内は前月との比較） 
人口／766,797人（−768）　男 369,074人（−389） 女 397,723人（−379）　世帯数／349,241（−122）

企業から選ばれる都市・新潟市
ビジネスを展開するまちとして特  集

　新潟市の企業誘致活動と進出企業を紹介します。

※特集は２・３面に掲載

令和6年能登半島地震支援制度 No.4
情報が変更になる
場合があります※掲載情報は 2月21日時点 の情報です


